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二重ローン救済法の仕組み
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被災事業者（原発を含む）の再生を全地域横断的に幅広く支援（転業可！）
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※金融機関等の
追加融資等が条件

＜当面は5,000億円＞
※法律成立後速やかに予算措置

対象事業者
中堅事業者 中小・零細事業者 個人事業者 農林水産業者 社会福祉法人 医療法人等

★追加融資等によるニューマネーの供給
★政府系金融機関に事業者に必要な融資を行う努力義務を付加
★信用保証の付与

★買取価格決定の際、
金融機関等と損害担保契約の
締結が可能

旧債権

※政府の「産業復興機構」（中小企業再生ファンド）の対象とならない者。
※新機構と既存機構の両機構は併存し、相互に補完・協力。新機構は支援を申し込もうとする者に対
しても事業再生に関する助言を行うが、産業復興相談センターが設置された後では、共同・協力する。

自民党が主導した事業者向け



私たちは、いち早く被災地経済の実情を把握し、二重ローン問題の借り手・
貸し手双方のナマの声に耳を傾けてきました。

そして、半年間、政府・民主党に対して、この問題の重要性を説得し続けま
した。

11月、ようやく与野党が合意し、「二重ローン救済法」成立の運びとなり
ました。

 3月30日、谷垣総裁と石破政調会長が官邸に赴き、二重ローン問題の解決の重要性を指摘、早期の対策を促す。

 5月に自民党より、公明党及び民主党に対し、二重ローンについての三党協議の必要性を打診。

 6月に第１回自・公・民二重ローン実務者協議を開催。以後、合計6回開催し、7月14日に中間取りまとめを行った。

 現在の平時の枠組みと中小基盤機構の剰余金で対応すべしと主張する民主党と、東日本地域に産業と人とを残すとい
う真の復興を目的とする新法に基づく買取り機構の必要性を主張するわが党が一致せず。

 7月11日、自・公・日・改で「株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法案」を参議院に提出。与党の反対でなか
なか審議ができず。

 7月27日にようやく参議院復興特委で審議。みんなの党が一部修正提案し、自・公・み・日・改による第1次修正案が
全野党賛成（22対18）で可決。7月29日、参議院本会議でも可決。（民主、国新は反対）

 政府・民主党は、衆議院でもなかなか審議に応じず、8月25日にやっと衆院復興特委で趣旨説明。

 自・公・民による法案修正協議が開始され、以後十数回開催。

 10月20日に三党が基本的に合意。11月4日に第2次修正案条文合意。

（当面の規模5,000億円、来年3月11日前に機構の設立等）

自民党がリードして『二重ローン救済法』が成立へ。


